
 

 
 

第Ⅱ部 紛争処理の状況 

 

委員会は、次の３つの機能を有している。 
①  電気通信事業者間、電気通信事業者とコンテンツ配信事業者等との間、

認定計画に係る周波数を現に使用している無線局の免許人等と認定開設者
の間、ケーブルテレビ事業者等と地上基幹放送（地上テレビジョン放送）
事業者との間等の紛争に対し、「あっせん」や「仲裁」を実施すること（電
気通信事業法第１５４条から第１５７条の２まで、電波法（昭和２５年法
律第１３１号）第２７条の３８及び放送法（昭和２５年法律第１３２号）
第１４２条） 

②  総務大臣が、接続協定等の細目の裁定、業務改善命令等を行う際、総務
大臣から諮問を受け、審議・答申を行うこと（電気通信事業法第１６０条、
放送法第１４４条） 

③  あっせん・仲裁や諮問に対する審議・答申に関し、競争ルールの改善等
について意見があれば、総務大臣に対し勧告を行うこと（電気通信事業法
第１６２条） 

また、事務局に事業者等相談窓口を設けて、事業者間の紛争に関する相談や問
合せに対応している。 

なお、委員会の機能等については資料編の【資料１】、これまで委員会で取り
扱った紛争処理の概況については資料編の【資料２】のとおりである。 
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１ あっせん・仲裁 

令和５年度に委員会が受けたあっせん・仲裁の申請はなく、処理が継続又は
終了した案件もなかった。 

 

２ 審議・答申 

令和５年度中、接続協定等に関する細目に係る裁定について総務大臣からの
諮問が１件あり、令和６年３月３１日現在、委員会において審議中である。 

 
事 案 諮 問 処理状況 

諮問第１２号 令和６年３月２２日 審議中 

  裁定申請の概要は、次のとおりである。 

  (1) 当時者 
   ・株式会社ＮＴＴドコモ（申請者） 
   ・Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社（以下「コルト」という。） 
  (2) 申請の理由 
    コルトの音声通話サービスに係る接続料に関し、協議が不調のため 
  (3) 裁定を求める事項 
    コルトのＩＳＤＮ及びＩＰ電話の区分ごとに適用される役務提供区間の

料金について、それぞれ能率的な経営の元における適正な原価に適正な利
潤を加えた金額とすべきとの裁定を求める。 

 

３ 勧告 

令和５年度中、総務大臣への勧告は行わなかった。 
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４ 事業者等相談窓口における相談 

令和５年度においては、事業者等相談窓口において、１０件の相談及び問合
せを受けた（令和４年度は１１件）。相談内容ごとの受付件数は、次のとおり
である。 

相 談 内 容 受 付 件 数※ 

① 接続に関する費用負担 ３件 

② 卸電気通信役務の提供 ３件 

③ 手続きの照会 ２件 

④ その他電気通信に係る契約 ２件 

計 １０件 

※ 同一案件に係る複数回の相談を含む。 

 
（参考）相談件数（平成２４年度～令和５年度） 

 
 

相談対応の結果については、事業者間協議を継続することとなったものが
３件、他の相談窓口を紹介することとなったものが３件、手続に関する説明
を行ったものが１件、その他が 3件となっている。 
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